
令和 8 年度

きょうだい 人同時申請の 番目
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点　　数　　合　　計 0
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※父母の状況が上記の各項目に合致しない場合は、実態に即して最も近いと思われる細目に当てはめ、点数を決定する。

※同居について　住所が別であっても同一生計の場合、世帯が別であっても同一住所地及び同一敷地内の場合は同居とみなす。

育児休業の延長を許容できるため、減点を希望する -30

その他 その他特別な理由により調整が必要と認められた場合
事情を勘
案し決定

減
　
算

自営業を営み、父母が同一の事業所で就労している場合 -2

きょうだいの保育料の滞納が３か月以上ある場合 -20

きょうだいの保育料の滞納が６か月以上ある場合 -30

受託（在勤） -10

受託（上記以外） -15

多子世帯（未就学児が２人） 1

町内在住で、きょうだいが在籍している 1

保育士資格保有者（町外保育所勤務） 1

多子世帯（未就学児が３人以上） 2

加
　
算

生活保護世帯 3

産後休暇・育児休業明けの復職 3

保育士資格保有者（町内保育所勤務） 3

父　母　合　計 0

調整事項 点数 世帯

災害・復旧 火災、震災、風水害による家屋損傷、その他災害復旧の状態にある 10

小　　　　　計 0 0

週３日程度の介護・通院の付添等（要介護認定１・２） 5

虐待・DV等 虐待・DV等の恐れがある場合 15

全介護（重度身障者・要介護認定４・５） 10

常時観察と介護（食事・排泄・入浴）を要する場合（要介護認定３） 7

4

看
護
等

入院付添 １か月以上の入院付添 10

居宅看護等

障　　害

身体障害１・２級、療育手帳A 10

身体障害３級、療育手帳B 8

身体障害４～６級、療育手帳C

１か月以上の一般療養 6

その他 2

居宅療養

常時臥床 10

精神性、感染性疾患、長期療養を要する疾患 7

ひとり親家庭 死亡・離婚・行方不明等 15

疾
病
等

入院 １か月以上の入院 10

就　　　学 学校教育法に規定する学校、専門学校等。職業能力開発促進法等に規定する職業訓練校等。 １～６を準用

妊娠・出産 出産(予定)月とその前後２か月 9

家庭内労働（上記１～６に対する減算） -1

求　職　中 月６４時間以上の就労となる求職活動中である 1

就　　　労

月　８０時間以上１００時間未満 5

月　６４時間以上　８０時間未満 3

8

月１００時間以上１２０時間未満 7

月１２０時間以上１４０時間未満

月１６０時間以上 10

月１４０時間以上１６０時間未満 9

父・母の状況

状　　況 細　　　　　　　目 点数 父 母

よしみけやき保育所入所選考点数表 児 童 氏 名 年齢 総点数
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《その他特別な理由》

５　父母に疾病等がある世帯

６　看護等がある世帯

上記によっても決まらない場合は抽選とする。

【同一点数世帯の優先順位】

　１　当該保育所への入所希望順位

２　ひとり親世帯

３　生活保護世帯

４　養育している未就学児の人数が多い世帯

2


